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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年７月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２３年８月１７日 ０８時４４分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町若
わか

松
まつ

島イカヅチ鼻西方沖 

 新上五島町所在の有福
ありふく

島灯台から真方位１１５°５,７２０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５３.９′ 東経１２８°５９.１′） 

事故調査の経過  平成２３年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 巡視艇 みねかぜ、２６トン 

   １３４９８６、国土交通省 

   １９.６０ｍ×４.５０ｍ×２.３４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,３３８kＷ（合計）、平成６年１１月２８日

Ｂ 漁船 松
まつ

丸、０.３トン 

   ＮＳ３－６０１５６５（漁船登録番号）、個人所有 

   ４.３２ｍ（Lr）×１.４８ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和６１年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年９月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１月２１日 

    免状有効期間満了日 平成２７年２月３日 

  航海士補Ａ 男性 ４４歳 

   四級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年９月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２７年４月２４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年７月１９日 

    免許証交付日 平成２０年３月２４日 

           （平成２５年７月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船外機が濡損、いけすの蓋が流失 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士補Ａほか３人が乗り組み、海事法令違反の取

締り及び安全指導のため、長崎県五島列島沿岸海域でしょう
．．．

戒業務を行っ

ていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂの親族（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を同乗させ、船首約０.１５ｍ船尾約０.３５ｍの喫水で若松島イカ

ヅチ鼻西方沖において、２人とも救命胴衣を着用し、漂泊して釣りを行っ

ていた。 

 Ａ船は、若松島原塚鼻北方沖を北東進中、船長Ａが同島イカヅチ鼻西方

沖にＢ船を認めて安全指導を行うため、南東進してＢ船に接近し、平成２

３年８月１７日０８時２７分ごろＡ船の船首とＢ船の船首が約３ｍ離れて

互いに向き合う態勢で停止した。 

 航海士補Ａは、Ａ船の船首部でＢ船の船舶登録関係書類を確認したとこ

ろ、法令違反の疑いがあることが分かり、船長ＢにＢ船をＡ船に接舷させ

るよう指示した。 

 船長Ｂは、Ａ船の左舷側の舷側を手でつかみながらＢ船を移動させ、同

乗者Ｂが、Ｂ船の船首甲板に置いていたロープの先端をＡ船乗組員に渡し

たのち、ロープをＢ船の船首に結び、船長Ｂが、ロープの反対側を持って

船尾に行き、右舷船尾の金属製リングにロープを通して結び目を入れ、ロ

ープの端をＡ船乗組員に渡し、Ａ船とＢ船が互いに左舷を接して船首の向

きが逆になる態勢で接舷した。 

 航海士補Ａは、０８時３０分ごろ、船長ＢをＡ船に移乗させ、船長Ｂの

事情聴取を船長Ａに引き継いだ。 

 船長Ａは、操舵室下方のキャビンで船長Ｂからの事情聴取を行うことと

し、「後を頼むよ」と乗組員に声をかけ、０８時４０分ごろキャビンに降り

た。 

 航海士補Ａは、機関長と共にＢ船に残った同乗者Ｂから左舷側の甲板で

事情聴取を行っていたところ、機関士補から陸岸に近づいている旨の報告

を受け、周囲を見渡して陸岸まで約１００ｍと目測し、水路の中央部まで

移動することとした。 

 航海士補Ａは、Ｂ船を接舷した状態で左舷機のクラッチを入れて機関回

転数毎分約７００の最低速力とし、左舵２０°の当て舵を取り、西方に向

かって徐々に増速しながら移動を開始した。 

 Ｂ船は、Ａ船に引かれ、右舷船尾のロープの結び目が解けてロープが伸

出し、船尾がＡ船の舷側から徐々に離れ、右舷船尾の金属製リングに通し

ていたロープが張り、左舷側を航行方向に向けて横に引かれる状態とな

り、左舷船尾が海面近くまで沈み、右舷船尾がロープで上方向に引かれて

左舷側に傾斜し、０８時４４分ごろ、約４ノット（kn）の対地速力となっ

たとき、左舷側に転覆した。 

 同乗者Ｂは、転覆した船内から自力で脱出し、救助された。 

 Ｂ船は、Ａ船乗組員により復原され、Ａ船により若松島筒ノ浦の定係地

にえい
．．

航された。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １～２ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北東流（流速不詳） 

その他の事項  航海士補Ａは、ふだん、取締り等の対象船舶を海上で接舷させる際、係

留の方法やロープの結び方を対象船舶の乗船者に指示することはほとんど
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 なく、本事故当時もそれらのことについて指示しなかった。 

 船長Ｂは、Ｂ船をＡ船に接舷する際、長さ約２０ｍ直径約１２㎜の化学

繊維製ロープ１本を使用し、同乗者Ｂが船首に固縛したのち、同人から受

け取ったロープの反対側をＢ船の右舷船尾の金属製リングに通して結び目

を入れたものの、結び目はロープの端を引くと解ける状態であった。 

 航海士補Ａは、同乗者ＢがＢ船の船首に結んだロープの結び目を見てし

っかり結んでいることを確認していたが、船長Ｂが右舷船尾に結んだロー

プの結び目は確認していなかった。 

 船長Ａや航海士補Ａは、それまでにも、取締り等の対象船舶を接舷した

状態で船を移動したことがあった。 

 航海士補Ａは、船長Ａから「後を頼むよ」と声をかけられたとき、代行

船長のように全てを任されたと思った。 

 Ａ船及びＢ船は、接舷した状態でＡ船の船首が西方を向き、風潮流によ

り北東方へ約０.２knの対地速力で圧流されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、若松島イカヅチ鼻西方沖において、Ｂ

船と互いに左舷を接舷した状態で西方に移動する

際、航海士補ＡがＢ船の係留ロープの固縛状況を

確認していなかったことから、移動中にＢ船右舷

船尾の結び目が解けて係留ロープが伸出して張

り、Ｂ船が、左舷側を航行方向に向けて横に引か

れる状態になり、左舷側に傾斜して転覆したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、若松島イカヅチ鼻西方沖において、Ｂ船と互いに左

舷を接舷した状態で西方に移動する際、航海士補ＡがＢ船の係留ロープの

固縛状況を確認していなかったため、移動中にＢ船右舷船尾の結び目が解

けて係留ロープが伸出して張り、Ｂ船が、左舷側を航行方向に向けて横に

引かれる状態になり、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・小型船を接舷した状態で機関を使用する場合は、事前に、船長に報告

した上、係留索の固縛状況を確認するとともに、小型船の乗船者を移

乗させたのち、機関を小刻みに使用して係留索の緊張状態を確認しな

がら航行すること。 

 




